
船舶事故調査報告書 

平成３０年６月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年３月１５日 ０９時５５分ごろ 

発生場所 北海道稚内市声問
こえとい

埼北方沖 

 稚内港東防波堤東灯台から真方位０７４°１.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４５°２５.１′ 東経１４１°４５.０′） 

事故の概要 漁船第三十八達
たつ

丸は、航行中、浅瀬に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成３０年３月１９日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第三十八達丸、１４トン 

 ＨＫ２－２１１６７、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 舵頭材に曲損、船底キールに欠損等 

 気象・海象 

 

気象：天気 雪、風向 南南東、風力 １、視程 数十ｍ 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時 

 事故の経過 

 

 本船は、船長及び甲板員２人が乗り組み、北海道稚内港北方沖の漁

場で毛がに刺し網漁を終え、同港に向けて南進した。 

船長は、平成３０年３月１５日０９時４５分～５０分ごろ、声問埼

北方１Ｍ付近で、降雪により視程が数十ｍとなったので、レーダーの

レンジを拡大して画面の調整を行ったが、稚内港が映らなくなり、船

位が確認できない状態で航行を続けていたところ、０９時５５分ごろ

声問埼北方沖の浅瀬（以下「本件浅瀬」という。）に乗り揚げた。 

本船は、船長が僚船に連絡し、タグボートにより引き出されて、稚

内港に戻った。 

本船の喫水は、船首約０.８ｍ、船尾約１.９ｍであった。 

船長は、本事故当時、ＧＰＳプロッターを起動していたものの、レ

ーダーに稚内港が映らなくなって焦り、ＧＰＳプロッターを使用する

ことに思い至らなかった。 

分析 本船は、雪で視界制限状態となった声問埼北方沖を南進中、船長

が、レーダーで船位が確認できない状況下、ＧＰＳプロッターを使用

して船位の確認を行っていなかったことから、本件浅瀬に向かう状態

となっていることに気付かず、本件浅瀬に乗り揚げたものと考えられ

る。 

原因  本事故は、本船が、雪で視界制限状態となった声問埼北方沖を南進

中、船長が、レーダーで船位が確認できない状況下、ＧＰＳプロッタ

ーを使用して船位の確認を行っていなかったため、本件浅瀬に向かう



状態となっていることに気付かず、本件浅瀬に乗り揚げたものと考え

られる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・ＧＰＳプロッターを活用し、船位の確認を行うこと。 

・雪や雨でレーダーが見にくい場合には、ＦＴＣ（雨雪反射抑制）

の調節を適切に行うこと。 

 


